
◉金沢市告示第166号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により、地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和５年５月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

区　分 変更事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

日吉ケ丘町

会

主たる事務

所の所在地
金沢市利屋町 175 番地 金沢市利屋町 178 番地

令和５年

３月 19 日代表者の氏

名及び住所

若林　光彦

金沢市利屋町 175 番地

利谷　尋

金沢市利屋町 178 番地

大友町町会
代表者の氏

名及び住所

山本　典夫

金沢市大友１丁目 104 番地

水口　玲二

金沢市大友１丁目 219 番地

令和５年

４月１日

大野町４丁

目上町会

代表者の氏

名及び住所

源　時男

金沢市大野町４丁目 111 番地

矢田　充

金沢市大野町４丁目 51 番地

令和５年

４月１日

三社五十人

町会

主たる事務

所の所在地
金沢市長土塀２丁目 17 番 24 号 金沢市長土塀２丁目 18 番 30 号

令和５年

４月１日代表者の氏

名及び住所

吉倉　斉

金沢市長土塀２丁目 17 番 24 号

吉岡　秀文

金沢市長土塀２丁目 18 番 30 号

大額二丁目

町会

主たる事務

所の所在地
金沢市大額２丁目 177 番地２ 金沢市大額２丁目 94 番地

令和５年

４月８日代表者の氏

名及び住所

松田　和明

金沢市大額２丁目 177 番地２

前中　豊和

金沢市大額２丁目 94 番地

若谷町会
代表者の氏

名及び住所

大髙　昭雄

金沢市若松町３丁目 236 番地

薮　正樹

金沢市若松町３丁目 195 番地

令和５年

４月 16 日

◉金沢市告示第167号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により、同項に規定する特定有害物質によって汚染さ

れており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域（以

下「要措置区域」という。）を次のとおり指定するので、同条第２項の規定により告示します。

　　令和５年５月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓
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告 示

●告　示

○地縁による団体の告示された事項の変更につ

いて

○土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の

指定について

○市道の区域の変更について

○道路の供用の開始について

●消防局告示

○金沢市火災予防条例の規定に基づく指定催し

の指定について

（市民協働推進課）　 1

（環境政策課）　 1

（道路管理課）　 2

（　　〃　　）　 2

（予　防　課）　 3
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１　要措置区域

　　金沢市割出町276番４の一部（別図のとおり）

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　六価クロム化合物

　　シアン化合物

　　ふっ素及びその化合物

　　ほう素及びその化合物

３　講ずべき指示措置

　　地下水の水質の測定

　　原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

別図

◉金沢市告示第168号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。   

　なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年５月11日から同月25日まで一般の縦覧に供しま

す。              

　　令和５年５月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

道路の

種　類
路　線　名 区　　間

新旧

の別
幅員 (ｍ ) 延長(ｍ)

２級 ２ 級 幹 線 310 号 清 水町（元南原） ホ ２番 10 先から 旧 6.7 ～ 18.1 321.0

幹線 戸 室 新 保・ 清 水 線 清水町（元戸室清水） チ ９番 ６ 先まで 新 51.0 ～ 75.0 160.0

◉金沢市告示第169号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始します。    

　なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年５月11日から同月25日まで一般の縦

覧に供します。            

　　令和５年５月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

路　線　名 区　　間 供用開始日

２ 級 幹 線 310 号 清 水 町（ 元 南 原 ） ホ ２番 10 先から
令和５年５月 11 日

戸 室 新 保・ 清 水 線 清 水 町（ 元 戸 室 清 水 ） チ ９番 ６ 先まで

浅 川 29 号 清 水 町（ 元 戸 室 清 水 ） ホ 130 番 １ 先から
令和５年５月 11 日

戸 室 新 保 線 清 水 町 造 ２番 先まで
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◉消防局告示第１号

　金沢市火災予防条例（昭和37年条例第５号）第42条の２第１項の規定に基づき、次の催しを指定催しとして指定し

たので、同条第３項の規定により告示します。

　　令和５年５月11日

金沢市消防長　　蔵　　　　　　　義　　　広

催しの名称 百万石まつり露店営業催し

催しの開催期間 令和５年６月２日から同月４日まで

指定の範囲 別図のとおり

　　　　　　　　　別図
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消 防 局 告 示

令和５年（2023年）５月11日　発行   発行人
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金 沢 市

金 沢 市 役 所

（株）　共　　　栄　　　　　　　編　集  石川県金沢市玉鉾４丁目166番地


